
宮崎市保育幼稚園課作成

［要領］施設等利用費（償還払い）の請求方法

宮崎市で施設等利用給付認定(新１・新2・新３号認定)を受けた児童が、無償化対象とな

る施設（事業）を利用した場合は、各認定毎の無償化上限額まで利用料（日用品、文房具、

行事参加費、食材料費、通園送迎費等は除く）が無償となります。

無償化上限額及び利用料の請求方法等については、以下のとおりです。

１. 無償化上限額 (償還払いの場合)

※認可外保育施設等･･･認可外保育施設、病児保育事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等

※預かり保育の提供時間等が一定基準未満･･･平日の開所時間が８時間未満又は年間開所日数が２００日未満

・「月途中で認定期間が終了する又は開始する場合」は、該当月の無償化上限額が日割りとなりま

す。なお、「市町村間の転出入の場合」は、転出元・先市町村と調整し、宮崎市から給付する額を

決定します。

■月途中で認定期間が終了する場合の無償化上限額

無償化上限額（月額）×月始から宮崎市での認定終了までの日数÷その月の日数

■月途中で認定期間が開始する場合の無償化上限額

無償化上限額（月額）×宮崎市での認定開始から月末までの日数÷その月の日数

※利用される施設が無償化対象施設であることを必ずご確認ください。ご不明な場合は、利用の

前に、その施設が所在する市町村までお問い合わせください。

認定
無償化上限額

（月額）
利用施設（事業）等

新１号

25,700円
宮崎市外の私立幼稚園（新制度移行園除く）

宮崎市外の特別支援学校幼稚部

8,700円 宮崎市外の国立大学附属幼稚園

400円 宮崎市外の国立大学附属特別支援学校幼稚部

新２号
37,000円

※①：11,300円

・認可外保育施設等

（注）宮崎大学附属幼稚園在園者で、認可外保育施設等との

併用をしている場合は、認可外保育施設等の利用料が、

※①の範囲で無償となります。新３号
42,000円

※① : 16,300円

１号＋新２号 11,300円

・認可外保育施設等（清武幼稚園在園者に限る）

・宮崎市外の幼稚園・認定こども園

→預かり保育利用料が無償化

（注）在園している園の預かり保育の提供がない又は

預かり保育の提供時間等が一定基準未満の場合は、

認可外保育施設等の利用料も、次の（A）の範囲で無償と

なります。

■無償化上限額－預かり保育の無償化対象金額＝（A）

１号＋新３号 16,300円



２．提出書類

請求時には、以下の①から④の書類をすべてご提出ください。

※提出書類は、原則返却できませんのでご注意ください。

①施設等利用費請求書（償還払い用）

・新２・新３号認定者は、「様式第１号」を、新１号、１号＋新２・新３号認定者は、

「様式第２号」をご使用ください。

②領収証

・施設から交付された領収証（写しでも可）をご提出ください。

・口座引落対応の場合、通帳の写し（利用料引落が分かる部分）をご提出ください。

③特定子ども・子育て支援提供証明書

・必ず施設から受け取った提供証明書（写しでも可）をご提出ください。

・ファミリー・サポート・センターを利用した場合は、提供証明書の代わりに［活動報告

書］（写しでも可）をご提出ください。

④振込口座の［通帳］又は［キャッシュカード］の写し（初回の請求時、口座変更の場合）

・「金融機関名」、「支店名」、「口座番号」、「口座名義人」がわかる部分をご提出ください。

※公金受取口座への振込を希望する場合は、提出不要です。

３．提出方法

①保育幼稚園課へ、【持参】または【郵送】

・下記の提出先まで必要書類をご提出ください。

②宮崎市スマート申請（オンライン）

お手持ちのスマートフォンやパソコンからいつでもお手続きが可能です。

宮崎市HPまたは別紙のQRコードからお手続きください。

４．その他

①請求の時効は、利用月の翌月１日から２年となりますのでご注意ください。

（例）令和８年１月利用分の請求は、令和10年１月３１日まで請求が可能です。

※郵送の場合は、消印日を基準とします。

②給付額は、請求月の翌々月１０日前後に、指定口座にお振り込みします。

③提出書類に不備がある場合は、振込時期が遅れることがありますのでご注意ください。

≪問い合わせ先≫

宮崎市役所 子ども未来部 保育幼稚園課 施設給付係

TEL：０９８５－２１－１７７４

≪提出先≫

［宛 先］宮崎市役所 保育幼稚園課 （施設給付係 償還払い担当）

［住 所］〒880－8505 宮崎市橘通西１丁目１番１号

［開庁時間］平日（土日、祝日を除く。）の午前8時４５分から午後４時３０分まで


